
「非課税上場株式等管理に関する約款」正誤表 

平成27年10月13日 

（ 下線部分変更） 

正 誤 

第 5条(非課税口座に受け入れる上場株式等の範囲) 

当社は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次

に掲げる上場株式等（当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係

る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託が

されるものに限ります。）のみを受け入れます。 

（1）次に掲げる上場株式等で、第 3条第 2 項に基づき非課税管理勘定が

設けられた日から同日の属する年の 12月 31 日までの間（以下「受入期間」

といいます。）に受け入れた上場株式等の取得対価の額（イの場合、購入

した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得

をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの場合、非課

税口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場

株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。）の合計額

が 100 万円を超えないもの 

（イ）受入期間内に当社への買付けの委託（当該買付けの委託の媒介、

取次ぎ又は代理を含みます｡）により取得をした上場株式等、当社から

取得した上場株式等又は当社が行う有価証券の募集（金融商品取引法

第 2条第 3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。）

により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け

入れられるもの 

（ロ）非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管

理勘定から租税特別措置法その他の法令で定める手続により移管がさ

れる上場株式等 

第 5条(非課税口座に受け入れる上場株式等の範囲) 

当社は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次

に掲げる上場株式等（当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係

る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託が

されるものに限ります。）のみを受け入れます。 

（1）次に掲げる上場株式等で、第 3条第 2項に基づき非課税管理勘定が

設けられた日から同日の属する年の 12月 31 日までの間（以下「受入期

間」といいます。）に受け入れた上場株式等の取得対価の額（イの場合、

購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みによ

り取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの場

合、非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け

入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいま

す。）の合計額が 120 万円を超えないもの 

（イ）受入期間内に当社への買付けの委託（当該買付けの委託の媒介、

取次ぎ又は代理を含みます｡）により取得をした上場株式等、当社か

ら取得した上場株式等又は当社が行う有価証券の募集（金融商品取引

法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。）

により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け

入れられるもの 

 （ロ）非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管

理勘定から租税特別措置法その他の法令で定める手続により移管がさ

れる上場株式等 



正 誤 

第 8条(非課税管理勘定終了時の取扱い) 

1. 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管

理勘定を設けた日から同日の属する年の 1月 1日以降 5年を経過する

日に終了いたします（第 2条第 6項により廃止した非課税管理勘定を

除きます。）。 

2. 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次のいずれ

かにより取扱うものとします。 

(1) 第5条第1号ロに基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理

勘定への移管（ただし、移管に係る払出し時の金額が、移管先の非

課税管理勘定において既に受け入れた上場株式等の取得対価の額と

合計して 100 万円を超えないものに限ります。） 

 （2）非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座（他の株 

      式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座 

      をいいます｡）への移管（特定口座への移管は、お客様が特定口座 

      を開設されている場合に限ります。） 

第 8条(非課税管理勘定終了時の取扱い) 

1. 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管

理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日

に終了いたします（第 2条第 6項により廃止した非課税管理勘定を除き

ます。）。 

2. 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次のいずれ

かにより取扱うものとします。 

(2) 第5条第1号ロに基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理

勘定への移管（ただし、移管に係る払出し時の金額が、移管先の非

課税管理勘定において既に受け入れた上場株式等の取得対価の額と

合計して 120 万円を超えないものに限ります。） 

 （2）非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座（他の株 

      式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座 

      をいいます｡）への移管（特定口座への移管は、お客様が特定口座 

      を開設されている場合に限ります。） 

 


